
接道が無いことから建て替えができず、老朽化が著しいなどの空き家を

解体、除却される場合など、対象となる工事費用の一部を市で補助いたし

ますので、内容をお読みいただきお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ先】

川口市役所 都市計画部 住宅政策課 

川口市三ツ和１－１４－３

（鳩ヶ谷庁舎４階）

電話 048-229-7805（直通）

受 付 期 間

事前診断の依頼

令和６年８月２６日（月）から１１月１５日（金）まで

申し込み（交付申請）

令和 6年８月２６日（月）から１１月２９日（金）まで
※受付期間内であっても、予算額に達し次第受付を終了します。

（工事を終えた後、令和７年１月３１日（金）までに完了報告書を

提出していただく必要があります。）

令 和 ６ 年 度

川口市空家除却補助金のご案内

川口市マスコット

「きゅぽらん」



●事前相談から補助金の受け取りまで

●補助金の申し込みについて、事前にご相談ください。

●「事前診断依頼書」を提出してください。

 ※不良住宅又は耐震性のない空き家で申請する場合のみ

●「交付申請書」と「添付書類」を提出してください。

●「交付決定通知書」を郵送いたします。

●「交付決定通知書」が届いてから、着工してください。

●「完了報告書」と「添付書類」を提出してください。

●「補助金額確定通知書」と「補助金請求書」を郵送いたします。

●「補助金請求書」を提出してください。

※解体、除却後は、空き地の適切な管理をしてください。 

事前相談

事前診断

結果通知

申し込み

補助金の交付決定

着 工

工事完了

補助金額の確定

補助金の請求

補助金の受け取り

工事内容や補助事業の内容を変更するときは、「変更届」により届

け出てください。

工事を取り止めるときは、「取止め届」により届け出てください。

報告内容について、書類・現地確認にて審査いたします。

請求書が届いてから、通常１０日（市の休日を除く）程度の期間

で指定の口座に入金いたします。

申請内容について書類（必要であれば現地も）審査いたします。

住宅地区改良法の「不良住宅」に該当するか立入り調査を行い判定します。

※不良住宅に該当しない場合は、申し込みまでに耐震診断を実施し倒壊の危険

性があると判断されていることが必要です。この場合、補助上限額及び補助率

が減少します。



●対象空き家

●対象者

●対象工事

●補助金額

・ 空家法の空家等であること

・ 空家法の特定空家等となり、同法第２２条の命令を受けていない空き家

・ 市内にある空き家

・ 国又は地方公共団体から補助を受けていない建築物

・ 次のいずれかの空き家

ア 事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定されたか、又は耐震性がない

と判断され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家（事前診断の結果

により、補助率と額が変わります。）

イ 接道が無い敷地又は狭小敷地を隣接地所有者が取得して１０年間以上一体利用

しようとする場合の当該接道が無い敷地又は狭小敷地に建つ空き家

※除却費用が公的な方法により算定した当該空家の敷地及び建物の売買想定価

格を上回るもの など

・ 空き家の所有者等（二親等以内の親族を含む）

・ 地方税を完納している方

・ 事例として紹介されることに了承いただける方            など

・ 上記ア（※不良住宅である場合）・イの場合、次のいずれか低いほうの額

※上限は１００万円、千円未満は切り捨て

 （1）補助対象工事に要した費用のうち、５分の４に相当する額
 （2）床面積１㎡につき２万円の額

・上記アで不良住宅でない場合で、耐震性がない空き家の場合、補助対象工事に要

した費用のうち２３％に相当する額 ※上限は５０万円、千円未満は切り捨て

・ 着手前の工事（交付決定を受けた後に着手する工事）

・ 市内に本社を有する事業者又は市内に住所を有する個人が行う工事

・ 空き家の全てを除却し、敷地を更地にする工事



●事前診断 ※不良住宅要件で申請する場合に限ります。

住宅政策課の窓口へ下記書類を提出してください。なお、書類は返却いたしません。

●申し込み方法

住宅政策課の窓口へ下記書類を提出してください。なお、書類は返却致しません。

●完了報告
工事完了後、期限までに下記書類を提出してください。なお書類は返却致しません。

■ 必ず提出するもの

① 川口市空家除却補助金交付申請書（様式第３号）

② 建物登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの。）

③ 誓約書（様式第４号）

④ 地方税が完納されていることの証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの。）

⑤ 工事業者の許可証

⑥ 工事見積書

⑦ 着工前の現場写真

■ 必要に応じて提出するもの

⑧ 戸籍謄本、続柄の記載された住民票（所有者等の二親等以内の親族が申請者となる場

合）

⑨ 名寄帳の写し（申請者が空家の存する敷地を所有している場合）

⑩ 売買契約書の写し（申請者が②に記載された所有者と異なる場合）

⑪ 耐震診断の結果の写し（事前診断の結果、不良住宅に当たらないものと判断された場合）

⑫ 誓約書（様式第５号）（隣接地との一体利用で申請する場合）

⑬ 不動産鑑定評価書又は固定資産税評価証明書 （隣接地との一体利用で申請する場合）

■ 必ず提出するもの

① 川口市空家除却補助金完了報告書（様式第９号）

② 除却工事請負契約書の写し（印紙を貼付したもの）

③ 領収書の写し（印紙を貼付したもの）

④ 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類

⑤ 完了後の現場写真

※ 上記必要書類が完備されない場合、補助金の対象となりません。

  なお、書類審査等の上で上記以外の書類提出を求める場合があります。

補助金申請に係る不良住宅の事前診断依頼書（様式第１号）

※ 事前診断の判定は依頼された年度のみ有効です。翌年度以降に交付申請される場合、再度

事前診断の依頼が必要です。


